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「ちばＳＤＧｓパートナー」の募集について 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 制度の概要 

（１）名称 

  ちばＳＤＧｓパートナー登録制度 

（２）対象 

  千葉県内に事務所等を置く企業、団体、教育機関、学校法人、特定非営利活動

法人、個人事業主等 

（３）登録要件 

ア 環境・社会・経済の３側面において、具体的な取組を推進すること。 

イ 各取組について、具体的な目標が設定されていること。 

（４）登録のメリット 

ア ＳＤＧｓの達成に向けて積極的に取り組む企業・団体等として、千葉県ホーム

ページ等で紹介します。 

イ 登録企業等は、チーバくんを活用した千葉県ＳＤＧｓシンボルマーク（本資料

左上の図参照）を名刺や会社案内等に使用することができます。 

ウ 低利の県制度融資（ちばＳＤＧｓパートナー支援資金）による支援を受ける 

ことができます。 

※ちばＳＤＧｓパートナー登録制度に登録されたことをもって融資が確約されるものではなく、

金融機関所定の審査を通る必要があります。 

（５）申請方法 

「ちば電子申請サービス」から申請 

※県のトップページからアクセスできます。 

 

２ 募集開始 

令和４年５月２５日（水）から 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

県では、県内企業等におけるＳＤＧｓ推進の機運を醸成するとともに、具体的な取組

を後押しするため、「ちばＳＤＧｓパートナー登録制度」を実施し、本年１～２月の  

第一回目の募集では、９４５の企業・団体等を登録しています。 

この度、第二回目となるパートナーの募集を開始しますので、お知らせいたします。 

なお、今回の募集から「ちば電子申請サービス」により、募集期間を設けることなく、

通年で随時申請を受け付けることといたします。 

チーバくん 


